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公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」という。）に基づき下記
のとおり公示します。

2023年8月30日

23a00462

ヨルダン国南部地域無収水対策能力強化プロジェクト

【背景】 
ヨルダンは一人当たりの年間利用可能水量が100 m3／年に満たず、水資源が世界で最も少な
い国の1つである。一方、人口増加により水需要量は増加を続け、2040年までに一人当たり
の年間利用可能水量はさらに30％減少すると予測されている。かかる状況下、南部3県（マ
アン県、カラク県、タフィーラ県）では、水・灌漑省管轄WMIのヨルダン水道庁WAJが直轄で
水道事業を運営していたが、運営管理の能力不足等の理由から給水サービスのレベルが非常
に低く、顧客との関係も悪い状況にある。さらに、無収水率は南部3県とも60％以上と非常
に高く、赤字経営となっていた。この悪循環を断ち切るため、南部アカバ県のアカバ水道公
社AWCが南部3県の水道事業体とマネジメント契約を2022年に締結し、AWCはアカバ県での水
道事業で培った技術や経験を活用しつつ、南部3県の水道事業体職員のマネジメントを行う
ことで、南部3県の水道サービス及び経営の改善を目指している。しかしながら、AWCは無収
水対策に係る研修を実施した経験が無い、研修を実施するための設備や機材も整っていない
といった課題を抱えている。そのため、AWCの無収水対策研修能力を高め、ひいては南部3県
の水道事業体の無収水対策能力を高めるための技術協力プロジェクトの要請がなされた。 
【目的】 
本事業は、南部3県の水道技術者に対するAWCの理論的・実践的な無収水対策に関する座学及
び実技研修能力の強化により、ヨルダン南部の実践的な無収水対策に関する能力向上の枠組
みの構築を図り、もってヨルダン南部の無収水削減活動が強化された能力・体制で継続され
ることに寄与するもの。

45.00     人月
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その他詳細は企画競争説明書による

企画競争説明書配布依
頼受付期限及び方法

コンサルタント等契約-業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること。

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと。
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